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仕 様 書 
 

１ 業務名 

  広島市立学校遊具安全点検業務 

 

２ 業務履行場所 

  広島市立基町幼稚園外２０８校・園。詳細は仕様書別表１のとおり。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日 

 

４ 業務内容 

本業務は、広島市立学校・園（以下、「学校」という。）に設置されている遊具について、専門資格

を有する技術者が、（一社）日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：

２０２４」で示されている基準に従って、「劣化診断」を行うことで、遊具の劣化状態を精査し、遊

具の劣化による子どもの事故を未然に防止するとともに、安全管理の強化を図るものである。 

⑴ 劣化診断 

  ア 接合部・固定部・可動部・柱等の構造部材について、疲労・緩み・破損・変形・腐食の 

   度合いなど、各部位の安全性の点検を行うこと。 

  イ 継ぎ手金具、ボルト・ナット類、チェーン・ロープ類等の消耗部材について、締め付け 

   状況、磨耗・破損・疲労・変形等の点検を行うこと。 

  ウ 可動部・回転部等の機能及び給油状況の点検を行うこと。 

  エ 基礎の露出・破損や地盤周辺部の不陸等の状況の点検を行うこと。 

  オ 塗装の劣化（さび、剥離）の調査及び点検を行うこと。 

  カ 安全基準による判定を行うこと。 

  キ 点検現場での対応が可能な範囲で、必要に応じて分解清掃、グリースアップ等を行うこと。 

  ク ボルト締め直しや部品の再取付等の本体部品を交換する必要がなく、点検現場での対応 

   が可能な範囲で、軽微な補修等を行うこと。 

  ケ その他、劣化度の判定に必要な点検を行うこと。 

⑵ 点検対象遊具 

   仕様書別表２のとおり。 

 ⑶ 点検回数 

   ⑵で示す遊具すべてについて、それぞれ１回実施する。 

⑷ 定期点検報告書の作成 

  点検結果について、「遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４」に基づき、学校

ごとに「定期点検総括表」を作成し、遊具ごとに「定期点検表」及び「写真台帳」を作成すること。

なお、定期点検表にない遊具については、「特別定期点検表」を基に適宜点検表を作成すること。 
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５ 業務実施上の留意事項 

 ⑴  点検作業においては、作業中であることを周囲に明示（看板の掲示など）し、学校と調整のうえ、

必要に応じてバリケードやロープ等を用いて立入禁止措置をするなど、事故のないよう十分な安全

対策を講ずること。また、作業員は腕章をつける等により、周囲に点検作業員とわかる服装で行う

こと。また、学校の業務運営に支障がないようにすること。 

 ⑵ 業務実施に必要な点検工具、測定機器及び消耗品等に係る費用は、すべて受注者の負担とする。

また、業務実施にあたり、軽微な補修等を要する場合においても、受注者の負担とする。 

 ⑶ 本業務履行にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。 

 

６ 専門技術者資格 

 ⑴ 点検を行う専門技術者は、（一社）日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」、

「公園施設製品整備技士」、「公園施設点検管理士」または「公園施設点検技士」のいずれかの資格

を有する専門技術者が行うこと。 

 ⑵ 業務実施にあたっては、業務責任者を定めること。また、業務責任者は⑴で示す「公園施設製品

安全管理士」または「公園施設点検管理士」とすること。 

 ⑶ 点検結果に基づく各遊具の劣化度の判定は、業務責任者が行うこと。 

 

７ 資格確認及び業務実施計画 

 ⑴ 業務の実施前に、受注者は業務責任者及び従事者の氏名等を書面にて発注者に報告するとともに、

上記６の条件を満たすことを証明する認定書類の写しを提出すること。また、従事者のうち、最低

１名は専門技術者とすること（業務責任者と従事者の兼務不可）。なお、現場責任者及び従事者に

変更があった場合も同様とする。 

 ⑵ 業務の実施日時については、受注者が各学校と協議して決定すること。 

 

８ 業務完了報告 

 業務完了の都度、点検結果を学校に説明のうえ、学校長もしくは教頭（幼稚園は園長とする。）か

ら業務完了届に確認印を受領し、「遊具の安全に関する規準（ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４）」に基

づく「定期点検報告書一式」を作成すること。また、「定期点検報告書一式」については、業務完了

後、提出準備が整った学校から順次、発注者に提出すること。なお、提出資料の詳細については、以

下⑴～⑸のとおりとする。 

⑴ 委託業務実施報告書（所定の様式による。）（全業務完了後、提出すること。） 

⑵ 業務完了届（各学校ごとに確認印を受けたもの。）（全業務完了後、まとめて提出すること。） 

⑶ 定期点検報告書一式（電子データ） 

 ア 定期点検総括表（学校ごと） 

 イ 定期点検表もしくは特別定期点検表（遊具ごと） 

 ウ イに基づく遊具ごとの写真台帳（任意の様式による） 

⑷ 点検結果一覧表（電子データ） 

 発注者が提供する点検結果一覧表（電子データ）に⑶アの結果を反映させる。 

⑸ 点検の結果、遊具の破損や劣化等が激しく、使用することで事故の発生が予見されるときは、発

注者に書面にて速やかに報告するとともに、使用禁止等の措置を行うこと。（業務完了の都度） 

 ※ 電子データについては、ウイルス対策ソフトによって異常がないことを確認したものとする。 
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９ 委託料の支払 

発注者による業務完了確認後、受注者の請求のあった日から３０日以内に支払うこととする。 

 

10 内容の変更 

  発注者又は受注者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合におい

て、委託契約金額又は委託期間の変更をするとき、又は業務対象遊具数等に大幅な変動が生じるとき

は、発注者と受注者による協議のうえ、書面によりこれを定める。 

 

11 その他 

本仕様に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者が協議して、これを定める。 


